
船舶事故調査報告書 

令和６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年８月６日 ２１時４８分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方
は か た

島南東方沖 

六ツ瀬
む つ せ

灯標から真方位２７２°９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.７′ 東経１３３°０７.７′） 

事故の概要  プレジャーボート外道
げ ど う

は、北北東進中、岩場に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年９月５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 外道、１８トン 

 ２５２－２３５１２広島、株式会社かもめいと 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼及びプロペラシャフトに曲損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視程 約１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮候 約２３３cm

（土生
は ぶ

） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１１人を乗せ、今治市の花

火大会の観覧を終え、愛媛県上島
かみじま

町の佐
さ

島東方の弓削瀬戸を通るつも

りで係留地である広島県尾道市のマリーナに向かっていた。 

船長は、視界が悪かったので、同乗者５人に見張りを頼み、ふだん

よりも速力を落とした約５ノットの対地速力として航行中、ＧＰＳプ

ロッターの画面に陸岸が映ったとき、自身が記憶している陸岸の形が

佐島南東部の陸岸の形と似ていたので、当該陸岸を佐島と思い、同陸

岸の東方に向けて北北東進した。 

船長は、右舷方に六ツ瀬灯標の灯光が見えたので、ＧＰＳプロッ 

ターに映っていた陸岸が佐島ではないと分かり、急いで左舵を取った

ものの、伯方島南東方沖の岩場（以下「本件岩場」という。）に乗り

揚げた。 

船長は、本事故後、ＧＰＳプロッターに映った陸岸が佐島ではな

く、伯方島であったことをＧＰＳプロッターにより確認して１１８番

通報した後、機関を後進にかけたところ離礁できたので、自力航行し

て目的のマリーナに帰港した。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

船長は、視界が悪かったので、見張りに集中してＧＰＳプロッター

画面を詳しく確認しておらず、六ツ瀬灯標の表示に気付いていなかっ

た。（図１参照） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

船長は、ＧＰＳプロッターを拡大表示していたので、映っていた陸

岸が伯方島と気付かず、船位の確認ができていなかったと本事故後に

思った。 

分析 

  

本船は、伯方島南東方沖を北北東進中、船長が、ＧＰＳプロッター

に映った伯方島の陸岸を佐島と思い、航行を続けたことから、本件岩

場に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、視界が悪かったので、見張りに集中してＧＰＳプロッター

の画面を詳しく確認しておらず、また、ＧＰＳプロッターを拡大表示

していたことから、映っていた陸岸が伯方島と気付かなかったものと

考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が伯方島南東方沖を北北東進中、船長が、Ｇ

ＰＳプロッターに映った伯方島の陸岸を佐島と思い、航行を続けたた

め、本件岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、視界不良時、周囲の見張りを厳重に行うとともに、航海

計器等を適切に使用して自船の位置を確実に把握しながら航行す

ること。 
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